
9 82014 年９月号 広報にっこう

地
域
の
子
育
て
支
援
事
業

の
充
実

　

新
制
度
は
、
共
働
き
家
庭
だ

け
で
な
く
、
全
て
の
子
育
て
家

庭
を
支
援
す
る
仕
組
み
で
す
。

　

家
庭
で
子
育
て
を
す
る
保
護

者
も
利
用
で
き
る
「
一
時
預
か

り
」
や
身
近
な
と
こ
ろ
で
子
育

て
相
談
な
ど
が
受
け
ら
れ
る

「
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
」
な

ど
、
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
子
育

て
支
援
を
充
実
さ
せ
て
い
き
ま

す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

新
制
度
に
つ
い
て
は
、
現
在

も
国
の
「
子
ど
も
・
子
育
て
会

議
」
に
お
い
て
審
議
が
進
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
内
閣
府
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（http://w

w
w

8
.cao.

go.jp/sho
ushi/

）
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新

制
度
と
は

　

こ
の
新
制
度
は
、
平
成
24
年

８
月
に
成
立
し
た
「
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
法
」
と
、
関
連
す

る
法
律
な
ど
に
基
づ
き
、
幼
児

期
の
学
校
教
育
や
保
育
、
地
域

の
子
育
て
支
援
の
量
の
拡
充
や

質
の
向
上
を
進
め
て
い
く
も
の

で
す
。

幼
稚
園
・
保
育
園
の
入
園

の
手
続
き
や
保
険
料
が
変

わ
り
ま
す　

　

新
制
度
で
は
、
施
設
を
利
用

す
る
に
あ
た
り
、
３
つ
の
区
分

の
認
定（
下
表
）を
受
け
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

【
幼
稚
園
の
場
合
】（
１
号
認
定
）

①
幼
稚
園
に
直
接
利
用
の
申
込

　

み
を
し
ま
す

②
幼
稚
園
か
ら
入
園
の
内
定
を

　

受
け
ま
す

③
幼
稚
園
を
通
じ
て
利
用
す
る

　

た
め
の
認
定
を
申
請
し
ま
す

④
幼
稚
園
を
通
じ
て
市
か
ら
認

　

定
証
が
交
付
さ
れ
ま
す

⑤
幼
稚
園
と
契
約
し
ま
す

※
新
制
度
に
移
行
し
な
い
幼
稚

　

園
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お

　

り
で
す
。

【
保
育
園
の
場
合
】（
２
号
認
定
・

３
号
認
定
）

①
市
に
「
保
育
の
必
要
性
」
の

　

認
定
を
申
請
し
ま
す

②
市
か
ら
認
定
証
が
交
付
さ
れ

　

ま
す

③
市
に
保
育
園
の
利
用
希
望
の

　

申
込
み
を
し
ま
す（
希
望
す

　

る
施
設
名
な
ど
を
記
載
）

④
申
請
者
の
希
望
や
保
育
園
な

　

ど
の
状
況
な
ど
に
よ
り
、
市

　

が
利
用
調
整
し
ま
す

⑤
利
用
先
の
決
定
後
、
契
約
と

　

な
り
ま
す

※
児
童
館（
落
合
・
豊
岡
・
塩　

　

野
室
）に
つ
い
て
は
、
従　

　

来
ど
お
り
で
す
。

※
平
成
27
年
度
の
保
育
園
や
幼

　

稚
園
の
入
園
案
内
に
つ
い
て

　

は
「
情
報
な
び
」
22
ペ
ー
ジ

　

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
保
育
料
】

　

幼
稚
園
や
保
育
園
な
ど
の
利

用
先
に
関
わ
ら
ず
、
保
護
者
の

所
得
に
応
じ
て
市
が
設
定
し
た

保
育
料
と
な
り
ま
す
。

※
施
設
に
よ
り
、
教
育
・
保
育

　

の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
の

　

上
乗
せ
徴
収
や
、
文
房
具
代

　

な
ど
の
実
費
徴
収
が
設
定
さ

　

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
新
制
度
に
移
行
し
な
い
幼
稚

　

園
に
つ
い
て
は
、
各
施
設
が

　

設
定
し
た
保
育
料
と
な
り
ま

　

す
。

平成27年４月
スタート！

支給認定区分 対象

１号認定（教育標
準時間認定）

お子さんが満３歳以上で、教
育を希望する場合

２号認定（満３歳
以上・保育認定）

お子さんが満３歳以上で、「保
育の必要な事由」に該当し、
保育所などでの保育を希望す
る場合

３号認定（満３歳
未満・保育認定）

お子さんが満３歳未満で、「保

育の必要な事由」に該当し、
保育所などでの保育を希望す
る場合

表：３つの区分の認定

子ども・子育て支援新制度
が始まります

〜子どもたちの健やかな成長のために〜

くわしくは　子育て支援課　☎ 21-5186

　

市
は
、
市
内
で
活
動
し
て
い

る
市
民
団
体
が
行
う
、
市
全
体

ま
た
は
地
域
の
活
性
化
を
目
指

し
た
事
業
に
対
し
て
、
補
助
金

を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
市
民
団
体
の
創
意
工

夫
で
市
全
体
が
元
気
に
な
る
、

ま
た
は
地
域
の
た
め
に
な
る
事

業
を
、
申
請
に
基
づ
き
支
援
す

る
も
の
で
す
。
ま
た

｢

自
分
た

ち
が
提
案
し
た
事
業
を
自
分
た

ち
で
実
際
に
行
う｣

仕
組
み
と

な
っ
て
い
ま
す
。

平
成
27
年
度
の
申
請
に
向

け
た
事
業
の
意
向
調
査
を

実
施
し
ま
す
。　

　

こ
の
事
業
の
申
請
が
初
め
て

の
市
民
団
体
で
、
平
成
27
年
度

に
補
助
金
の
交
付
対
象
と
な
る

事
業
を
検
討
し
て
い
る
場
合

は
、
必
ず
意
向
調
査
に
ご
回
答

を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
既

に
採
択
を
受
け
て
い
る
市
民
団

体
で
平
成
27
年
度
も
継
続
し
て

事
業
を
検
討
し
て
い
る
場
合

も
、ご
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

市
の
一
体
感
を
育
て
る
、
ま

た
は
地
域
が
も
っ
と
元
気
に
な

る
、
そ
ん
な
ア
イ
デ
ア
溢
れ
る

事
業
の
応
募
を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。

※
な
お
、
今
回
は
、
あ
く
ま
で

　

意
向
調
査
で
す
。
事
業
申
請

　

に
必
要
な
書
類
の
提
出
は
、

　

平
成
27
年
４
月
を
予
定
し
て

　

い
ま
す
。

対
象
と
な
る
事
業

　

市
内
で
活
動
す
る
市
民
団
体

が
行
う
、
市
全
体
ま
た
は
地
域

の
活
性
化
を
目
指
し
た
事
業

で
、
事
業
費
が
30
万
円
以
上
の

も
の
が
対
象
で
す
。

選
考
方
法

　

企
画
の
事
業
効
果
や
地
域
特

性
、
公
共
性
、
継
続
性
、
独
創

性
な
ど
を
総
合
的
に
判
断
し
、

予
算
の
範
囲
内
で
選
考
し
ま
す
。

補
助
率

　

対
象
経
費
の
95
％
以
内（
上

限
２
０
０
万
円
）と
な
り
ま
す
。

※
補
助
金
の
交
付
は
原
則
と
し

　

て
１
団
体
に
つ
き
１
回
限
り

　

で
す
が
、
事
業
達
成
の
た
め

　

に
継
続
が
必
要
と
認
め
ら
れ

　

る
場
合
は
、
年
１
回
の
交
付

　

を
３
年
間
継
続
し
ま
す
。
た

　

だ
し
、
２
年
目
以
降
の
補
助

　

率
は
順
次
引
き
下
げ
ま
す
。

事
業
の
実
施
期
間

　

平
成
27
年
６
月
上
旬
～
平
成

28
年
２
月
28
日

調
査
様
式

　

平
成
27
年
度
意
向
調
査
票
な

ど
を
作
成
し
、
９
月
８
日（
月
）

～
10
月
17
日（
金
）に
地
域
振
興

課
ま
た
は
各
総
合
支
所
総
務
課

へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
調
査
様
式
は
地
域
振
興
課
お

　

よ
び
各
総
合
支
所
総
務
課
で

　

配
布
の
他
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

　

き
ま
す
。

く
わ
し
く
は

地
域
振
興
課

　
　
　
　
　

☎（
21
）５
１
４
７

事業名（団体名） 事業概要および効果など

土呂部の草原再生

プロジェクト

（日光茅
かや

ボッチの会）

・新規事業
・栗山地域土呂部地区にある多様性に富んだ
　貴重な草原性植物群落を保全・再生するこ
　とにより、里山景観の保全、貴重な半自然
　草原の維持を行う事業。
・草刈や獣害対策を講じるだけでなく、里山
　文化などの素晴らしさを観察会やさまざま
　な体験プロジェクトなどで外部へ発信して
　いくことにより、地域と外部の方の交流に
　よる地域の活性化につなげる。

「住まう」を開く：

N
ニ ッ コ ウ

IKKO-W
ワ タ ラ セ

ATARASE A
アート

rt 

P
プロジェクト

roject 3’

（WATARASE Art 

Project）

・3回目の採択
・足尾地域の使われなくなった空き家・空き
　店舗・廃工場・廃校など、地域生活に隣接し
　た多用な場を再活用し、芸術表現という視
　点から地域づくりを行う事業。
・これまでの活動で、足尾地域内における、
　作家と地域住民の交流で生まれた、住民自
　ら何かをしたい、作りたいという感情を形
　にするため、地域住民を表現の中核に置い
　た市民総合芸術祭を開催する。

スケートの街日光を

再び盛り上げよう

（日光スケーティング

クラブ）

・新規事業
・スケートのトップアスリートを招いた、小
　中学生向けスケート教室の開催や、個人で
　の購入が難しいスラップスケートを貸し出
　す他、各家庭で使われなくなった中古スケー
　ト用具を回収・再生・整備し、子どもたちに
　提供する事業。
・かつてスケート王国とも言われた日光でス
　ケートを再び盛んにすることにより、地元
　の企業や団体、住民が協力し合いスポーツ
　と地域社会が共存する関係作りにつなげる。

個
性
あ
る

地
域
振
興
事
業

平成 26 年度採択事業一覧


